
別記様式 26-2(規 則様式第 9号の 2)

許可番号第05020009491号 ^

産業廃棄物処分業許可証

住 所 本L幌 市中央区北 4条西4「 目 1番地

氏 名 株式会社鈴木商会

代表取締役 駒谷 僚

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 1 4 条 第 6 項の許可を受けた者であることを

証する。

旭川市長  今 津 寛

許 可 の 年 月 日  令和 6年 12月 14日

許 可 の 有 効 年 月 日  令和 13年 12月 14日
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1 事業の範囲

切断 (金属くず、ガラスくず、コンクリー トくず及び陶磁器 くず)。 以下余白。

2 事業の用に供するすべての施設

施設の種類  金属 くず、ガラスくず、コンクリー トくず及び陶磁器 くずの切断施設

設置場所   北海道旭川市永山北 4条 61^目 1番 34
設置年月日  平成 31年 3月 7日

処理能力   (金 属くず、ガラスくず、コンクリー トくず及び陶磁器くず )

200t/日 (8時間)、 25t/時 間

施設の種類  保管場所 1

設置場所   北海道旭川市永山北 4条 6丁 目 1番 34
面積     18ぽ
種類

0金属くず、ガラスくず、コンクリー トくず及び陶磁器 くず。

保管 L限  5.6ポ
高さ   0.8m

3 許可の条件

*******************************************



（第2而）

4 許可の更新又は変更の状況

平成2 2年1 2月1 5日 許可の更新

平成2 5年 4月2 5 /-1 優良基準適合確認

平成2 8年 5月11日 変更許可（圧縮（廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず、 コ ン

平成2 9年12月l 5日 許可の更新

クリ ー トくず及び陶磁器くず。）及び切断（廃プラスチッ

ク類）の追加

半成3 1年 3月L 8日 事業の 音II廃,,-.（圧縮（廃プラスチック類、 金属くず、 ガラスくず、

コ ンクリ ー トくず及び陶磁器くず。）及び切断（廃

プラスチック類）の廃1/·.

令和 6年1 2月l 4日 許可の更新

5 規則第1 0条の4第7項の規定による許可証の提出の有無 有 ー→柴

（日本産業規格 A列4番）


